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令和４年度工事監査報告書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定による監査を藤沢市

監査基準に基づき執行したので、同条第９項の規定によりその結果を次のとおり報告す

る。 

 

第１ 監査目標      公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

第２ 監査対象      市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事 

第３ 監査の着眼点    （１）計画及び設計は適切か 

             （２）積算は適切か 

             （３）入札及び契約は適切か 

             （４）工事監理は適切か 

             （５）施工及び施工管理は適切か 

第４ 監査実施期間    ２０２２年（令和４年）１２月 ７日から 

２０２３年（令和５年） ３月２８日まで 

第５  監査を実施した委員 監査委員   中 川   隆 

             同      石 田 晴 美 

             同      東 木 久 代 

             同      吉 田 淳 基 

第６ 監査の主な実施内容 

１ 対象工事の選定 

   ２０２２年（令和４年）４月１日から２０２２年（令和４年）９月１２日までの

間に市が締結した金額が 2 千万円以上の工事請負契約に係る工事で、調査時点にお

いて完了していない工事の中から、その契約金額、工種、工事の進捗状況等を勘案

して次の工事を選定した。 

（１）工 事 名  市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事 

（２）担 当 課  計画建築部 公共建築課 

（３）請負金額  229,842,360 円 

（４）工事場所  藤沢市湘南台四丁目３３番地 

（５）工  期  ２０２２年（令和４年）６月８日から 

                    ２０２３年（令和５年）２月２８日まで 

（６）工事概要   外壁改修工事 一式 

         屋根及び防水改修工事 一式 

         上記に伴う建築、電気設備、その他付帯工事 一式 
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２ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、

当該工事の契約等を、妥当性、公正性、適正性、経済性及び公平性の観点から検証し、

当該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、工事主管課等から関

係資料の提出と内容説明を求め、現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

   なお、工事技術調査は公益社団法人大阪技術振興協会に業務委託し、１月２７日

に派遣された技術士が次の手順により調査を実施した。 

（１）担当部課による工事概要等の説明 

（２）設計図書類の閲覧 

（３）施工計画書の閲覧 

（４）施工管理帳票類の閲覧 

（５）工事監理状況の調査 

（６）施工管理状況の調査 

（７）その他  

第７ 調査の結果 

計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、当該工事の契約等につ

いて、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

 

以 上   


